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要約 

本研究は、将来の気候変動影響に対する適応策の策定プロセスを検討することを主題としてい

る。適応策策定のプロセスには、既存のプロセスに加えて、住民と行政機関との間での情報共有

や積極的な住民参加、対象地域での特性の把握、事業の妥当性や継続性を判断する費用効果

性の評価などが必要とされている。 

これらを踏まえた上で、住民の政策および水害リスク意識の向上と、住民が自主的に防災に関

わるために必要な要素を明らかにするために、今後増加すると思われる大雨や洪水による自然リ

スクの順応的な軽減を目的とした水災害対策を取り上げ、住民のリスク意識構造を解明するため

の水害リスクに対する意識調査と、住民が主導して行う対策の経済性を評価するための CVM 調

査とを、2種類のWebアンケート形式の調査で行った。 

水害リスクに対する住民意識調査では、気候変動適応策導入へ向けた住民との合意形成のプ

ロセスを、どのような因子が水害リスク意識に影響を与え、水害対策の受容に関与しているのか

を元に考察した。住民主導対策の CVM 調査では、気候変動による影響への対策として、住民主

導で行う対策と行政が行う対策に対するそれぞれの支払意思額を質問し、その結果から経済性

の評価を行い、適応策導入へ向けた気候変動対策の方向性を考察した。 

その調査の結果、以下のことが示された。 

1. 水災害に対する住民意識調査の結果より、防災政策への協力姿勢を得るためには、水害

リスクへの関心や防災行政への信頼が必要である 

2. さらに、防災行政への信頼は、水害リスクを認識しつつも水害リスクを受容しないと回答し

ているグループのリスク受容意識にも正の関係を示す 

3. 住民主導対策の CVM 調査の結果より、行政が主導して行う対策の方が住民主導対策よ

り高い支払意思額を示す 

4. さらに、行政主導の対策を選好する人たちは、地球温暖化等の環境リスクへの関心が強く、

世帯収入が多く家計に余裕がある傾向があり、一方住民主導の対策を選好する人たちは

避難訓練への参加意思が高い傾向がある 

5. CVM調査による支払意思額の結果から行った費用便益分析によると、温室効果ガス濃度

を 450ppmに抑制する対策と堤防を嵩上げする対策とは、ほぼ同様の経済性を示す 

本研究の結果および分析より、気候変動に伴う水害対策として、行政が主導する「行政トップダ

ウン的対策」の受容度が高いことがわかった。しかし、自然リスクの特性を考えると、行政のみに

頼らない住民自主防災が必要となるが、その基板となる住民意識は行政への依存度が強く、その

推進のためには住民の自然リスクに対する意識の向上や、防災行政への信頼を向上、住民と行

政との間での密接な情報交換や意思疎通が重要であると考えた。また適応策の経済性の評価よ

り、二酸化炭素削減による緩和策と、堤防嵩上げよる適応策の費用便益比がほぼ同等の値を示

したことから、適応策も緩和策と同様に推進することが望ましいという結果を得た。 

 

キーワード：気候変動、適応策、水災害対策、住民意識調査、CVM調査、住民参加、自主防災 
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第 1章 序論 

1.1. 気候変動対策の背景 

1.1.1. 地球温暖化現象と気候変動問題 

現在、世界中で地球温暖化現象が非常に大きな関心事項となっている。地球温暖化の原

因は諸説あるが、一番有力な原因は人為起源の温室効果ガスと言われており、世界各国で

温室効果ガス排出削減のために様々な対策が取られている。さらに地球温暖化現象によっ

て引き起こされていると考えられている気候変動の影響も見逃すことはできない。「気候変動

に関する政府間パネル(IPCC)第 4次評価報告書(2007)」 [1]を政策決定者向けに気象庁が

要約したものによると、「気候システムの温暖化には疑う余地がない。このことは、大気や海

洋の世界平均温度の上昇、雪氷の広範囲にわたる融解、世界平均海面水位の上昇が観測

されていることから今や明白である。」 [2]としており気候変動への対策は急務であるといえ

る。 

日本でも気候変動による影響は指摘されており、文部科学省、気象庁、環境省が取りまと

めた「温暖化の観測・予測及び影響評価統合レポート『日本の気候変動とその影響』(2009)」 

[3]では将来予測される影響として、気温上昇による熱ストレスの増加、降水量の変化や台風

の増加、海面の上昇による水災害リスクの増加を挙げている。図 1 に日本の年平均気温の

変化(1898～2008年)を示す。この図より、1980年代を境にして日本における気温が上昇傾

向にあることがわかる。 

図 1：日本の年平均気温の変化 (1898～2008年) 
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1.1.2. 世界における自然災害被害の現状 

実際の自然災害被害の件数を見ると、気候変動の影響をより明確に把握することができる。

内閣府が取りまとめた「平成 21 年度防災白書(2009)」 [4]によると、「ベルギーのルーバン・

カトリック大学疫学研究所（CRED）の自然災害に関する統計データを用いた分析によると、

全世界で毎年約 1億 6千万人が被災し、約 9万 5千人の人命が奪われ、約 368億ドル以

上の被害額が発生している（1970 年～2007年の年平均値）。過去 38年間、災害の発生件

数は増加傾向にあり、被災者数もそれに伴い増加しており、1970 年代に比べる と、最近の

10年間は、発生件数、被災者数で約 3倍に増加している。」 [4]としており、世界的に自然災

害の件数が増加していることを警告している。図 2 に世界の自然災害発生頻度及び被害状

況の推移（年平均値）および図 3 に地域別に見た 1978～2007年の世界の自然災害を示す。

図 2より 1990年代後半から自然災害の件数が増加していることがわかる。図 3からは発生

件数と比較して、アフリカやアジアといった社会インフラがまだ整備されていない地域では死

者数が多く、アメリカやヨーロッパといった先進国では経済的な損害が大きいことがわかる。 

 

図 2：世界の自然災害発生頻度及び被害状況の推移 (年平均値) 
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1.1.3. 日本における水災害分野での気候変動影響と将来予測 

世界各国での自然災害をこれまで示してきたが、日本でも同じように気候変動の影響、と

りわけ水災害分野での影響が懸念されている。日本は世界平均と比較して降水量が多いこ

とや、四方を海で囲まれている島国であること、流速の速い河川が多いことなどから大雨や

洪水、台風の増加といった気候の変化を受けやすいとされている。 [5] 

将来の気候変動による影響予測に関するシミュレーション研究も盛んに行われている。国

立環境研究所をはじめとする温暖化影響総合予測プロジェクトチームでは、長期的な気候安

定化レベルと影響リスク評価 [6]を行い2009年に報告書を取りまとめた。その報告書に掲載

された日本における安定化レベル別の気候シナリオ及び影響を表 1 に示す。450s、550s、

BaU とは、それぞれ温室効果ガス濃度を 450ppm、550ppm で安定化させるシナリオとなん

ら追加的対策を講じない(Business as Usual)シナリオを示している。報告書では、「我が国

においても、今後、国民生活に関係する広範な分野で一層大きな温暖化の影響が予測され

る。世界的に温室効果ガス排出量が大幅に削減された場合、我が国に対する被害も相当程

度減少すると見込まれる。しかし、温室効果ガス濃度を 450ppmに安定化した場合でも一定

の被害が生じることは避けられない。」 [6]としている。 

 

図 3：地域別に見た 1978～2007年の世界の自然災害 
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表 1：安定化レベル別の気候シナリオ及び影響(全国値) 
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1.1.4. 水災害分野での防災対策と適応策 

気候変動に対する環境政策のアプローチには、その原因とされる温室効果ガスの発生を

抑制し温暖化の進行を食い止める緩和策(Mitigation)と温暖化によって引き起こされる悪影

響を社会のシステム(生活、行動様式の変更や防災投資の増加)の調節を通じ軽減する適応

策(Adaptation)の 2種類がある。これまでは温室効果ガスを減らす緩和策ばかりが注目され

てきた [7]が、IPCCの第 4次評価報告書で、「適応は、過去の排出により既に避けられない

温暖化がもたらす影響に対処するために必要である。」 [8]としているように、ある程度の温

暖化影響が避けられないことが自明となってきた今、それに対して我々がどのように対処し

軽減するという適応の必要性が高まってきていると言える。特に適応能力の小さい途上国で

は影響が大きいことが予測されていると同時に、財産が集中している先進国の大都市でも被

害が大きくなると考えられている。国際協力機構(JICA)は「気候変動への適応策に関する

JICA の協力のあり方(2009)」 [9]にて、すでに途上国では気候変動の影響が出始めている

とし、各分野における適応策の実施と協力のあり方を示している。風間ら(2009) [10]は、将

来の気候変動予測をもとに日本における洪水シミュレーションを実施して大都市部に大きな

経済的影響が出ることを示し、堤防やダムといったハード対策のみに依存するのではなく、

地域に応じたソフト対策や危険地域からの撤退といった対策を複合的に検討する必要があ

るとしている。 

水災害分野における気候変動に対する適応策として日本で想定されている具体的なオプ

ション [11]を表2に示す。対策対象分野としては河川、沿岸域、森林の3つのフィールドが考

えられ、それぞれ基本的には既存の計画・施策に加えて気候変動予測への対応を考慮した

防護施設の機能向上および被害軽減対策(いわゆるソフト的な対策)を織り込むという形をと

っている。 
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このように気候変動への適応策としては、行政が主導して設備投資対策を行うハード的な

対策と、住民が自主的に被害軽減対策を行うソフト的な対策が挙げられる。しかし大雨や洪

水といった水災害に対するリスクマネジメントでは、予測が困難という観点から従来の堤防の

建設などといった行政主導の対策では限界があると考えられ、住民が自発的に被害軽減に

取り組む、避難訓練や防災組織結成などの対策が必要であると考えられている。 

 

表 2：水災害分野の具体的な適応策のオプション 
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1.2. 気候変動適応策に関する知見と導入の課題 

1.2.1. 国内外の適応事例 

適応に関する研究は未開拓であり、今後の発展が期待されるが、ここで国内外のいくつか

の適応事例について紹介する。 

海外事例で適応に関する理解が進んでいる国としては英国が挙げられる。水災害分野に

焦点を当てると、Thames Estuary 2100(TE2100) [12]と呼ばれる 100年スケールの洪水対

策というものがあり、この計画は洪水リスクに対する経済的な費用便益、環境影響などの詳

細なアセスメントの結果を元に策定されており、テムズ河口域の洪水リスクに対する様々な

政策を集約し、英国の環境局である Environment Agency [13]や他の組織が、今後 25年の

短期、その後 40年の中期、そして次世紀までの長期にかけて何を行うべきであるかを検討

することとしている。さらに気候変動についても現在の知見を考慮して、今後100年の海面上

昇や気候変動の予測の変化にも柔軟に対応できるようにしている。図 4に TE2100における

段階的な対策オプションの模式図を示す。 

 

 

TE2100に関する知見は、UKCPが取りまとめた「Marine＆coastal projections(2009)」 

[14]や Environment Agencyが取りまとめた「TE2100 Plan Consultation Document(2009)」 

[15]に詳しい内容が掲載されている。 

英国以外の水災害分野への対策事例としては、オランダのライン川における堤防嵩上げ

に関する海面上昇シナリオの考慮 [16] [17] [18]、ドイツの流量増 15％を見込んだ 100年確

図 4：TE2100における予想上昇水位に対する段階的な適応オプション 
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率浸水予測を元にした洪水管理 [16] [19]、アメリカの全米洪水保険制度を介した氾濫原規

制の整備 [20] [21] [22]が挙げられる。その他の国の事例に関しては、国土交通省の「第二

回気候変動に適応した治水対策検討小委員会資料(2007)」 [23]に掲載されている。 

日本国内ではまだ適応という概念が浸透しておらず、国をあげた適応策の事例はないが、

環境省が取りまとめた「気候変動への賢い適応(2008)」 [24]、気候変動適応の方向性に関

する検討会が取りまとめた「気候変動適応の方向性(2010)」 [11]などが適応策に関する詳し

い内容を掲載している。これらによると、短期的にはすでに生じている影響の応急的な防止・

軽減を優先し、中長期的には生じ得る影響の評価、社会的な脆弱性の低減、対応力の向上

を目指すとしている。さらに個別分野での適応に関してはリスクの低減効果とコスト等の総合

判断が重要とし、具体例として総合的(政策横断的)対策、情報整備、国民全体の意識向上、

モニタリング技術の開発などが挙げられている。図 5に適応策の方向性における概念図を示

す。 

 

 

図 5の横軸は時間の経過を示し、縦軸は必要な適応策の重みを示している。すなわち時

間の経過と共に温暖化が進行し、適応策の重要度が増していると言える。さらに、早い段階

では短期的な適応策が必要とされ、長期的な視点にたっては特定分野への影響に対する個

別の対策が必要とされてくることを示している。統合的な施策や情報整備などの基盤づくりは

通して重要な土台となることを意味する。また適応策と緩和策は同時に平行して行うべきも

のであり、緩和策により気候変動の影響が減少すれば必要な適応策の重みも小さくなること

が図上部の破線によって示され、両者を共に進めていくことの有効性が示されている。 

図 5：時間軸に応じて必要とされる適応策の類型概念図 
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国レベルでの適応事例は未開拓であるが、地方自治体レベルでは着々と対策が考えられ

ている。全国知事会が取りまとめた「地球温暖化による地域社会の変動予測(2010)」 [25]で

は、「現在考えられている対策が完全に実施されたとしても、平均気温の上昇は不可避であ

る。これによって、地域社会は様々な影響をうける。しかも地域によって受ける影響の度合い

は異なり、これを明らかにするためには地域ごとの温暖化に関する各種データの蓄積などが

不可欠である。すなわち、地球温暖化の影響は地域によっても、分野によっても異なるもの

であり、単純に他の地域の取組をそっくりそのまま参考にして実施すれば解決するという性

格のものではない。」 [25]と温暖化対策に関する地域性の考慮や影響データ蓄積の重要性

を指摘し、「単に温室効果ガス排出量を削減するという地球温暖化“対策”だけでなく、地球

温暖化への“適応”という新たな視点を加味して、横断的、総合的に取り組むことが求められ

るとの認識に至った。」 [25]と適応の考え方や分野横断的な取り組みが必要との認識を示し

ている。 

以上述べてきたように、適応策に関する知見はまだ少ないものの、その重要性は理解され

つつあり、今後の進展に注視する必要がある。 

 

1.2.2. 適応策策定のプロセス 

サステイナビリティ学連携研究機構が取りまとめた「サステイナブルな地球温暖化対応策

(2010)」 [26]では、適応策のプロセスに関して、各ステークホルダー間での合意形成が重要

であり、このような定量評価しにくい問題については、社会科学的な解析手法の確立が必要

であるとしている。図 6に気候変動対策のフロー図を示す。 

 

図 6：気候変動対策のプロセス 
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この図は政策決定のプロセスの前提にシミュレーションによる予測や実際に起きている影

響などが必要であること、政策議論から政策決定の間のプロセスに情報共有、住民参加、地

域特性、費用効果性、持続可能性の要素が不可欠なこと、政策決定後もモニタリングによる

評価を行うことを示している。しかしこれらの要素は定量的な評価が難しく、どのようにして政

策の決定を判断するのか、さらに決定された政策をどのようにしてモニタリングし評価してい

くのかなど課題が多い。その一例として、大雨や洪水などの水災害に対する政策評価を行っ

ている国土交通省で用いられている政策評価 [27]が挙げられる。国土交通省 [28]では、図

7 に示すような政策評価の仕組みを取っており、事前、事後の評価を行い政策の改善を行う

こと、政策における課題のレビューを行い政策に反映させることを主眼に置き、「国民本位の

効率的な質の高い行政の実現、成果重視の行政の推進、国民に対する説明責任の徹底」 

[28]を目指すとしている。 

 

 

1.2.3. 気候変動リスクに対する住民意識の向上とリスク・コミュニケーション 

前述した通り、個別分野の適応策の策定には、総合的(政策横断的)対策、情報共有、国

民(住民)の意識向上、影響予測およびモニタリング技術の開発が重要である。中でも気候変

動による影響を実際に受ける国民の意識向上は非常に重要なファクターであると考えられて

いる。住民の気候変動への意識とリスク認知に関する研究を行った窪田(2010) [29]は、住

民の気候変動影響のリスク認知および緩和策、適応策への理解度が災害影響からの避難

図 7：政策評価の仕組み 
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および退避行動や対策のための税徴収などの対策オプションへ受容性に関与していること

を示し、住民への意識向上が対策の受容につながることを指摘している。さらに社会資本整

備審議会が取りまとめた「水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあ

り方について（答申）(2009)」 [30]によれば、「これまでのような防災・減災対策のみならず、

モニタリングの強化と災害に強い社会構造への転換が必要である。すなわち、国民一人一

人が気候変化に伴う水災害の激化や頻発及び河川や海岸の環境の変化を意識し、適応策

と緩和策を適切に組み合わせて、持続可能な社会・経済活動や生活を行える『水災害に適

応した強靱な社会』（水災害適応型社会）を目指す必要がある。」 [30]として災害に強い社会

の形成のためには国民および住民の意識向上が重要としている。 

国民(住民)の意識向上のために必要とされているものの一つに、住民参加という概念が

挙げられる。住民参加の一般的な目的は、国民(住民)、政策立案者、モニタリング等を行う

研究者間での合意形成、情報交換など各ステークホルダー間の意思疎通である。さらに踏

み込んだ概念としてはリスク・コミュニケーションを挙げることができる。リスク・コミュニケーシ

ョンの定義に関しては様々な議論があり、概念の統一が図られていないが、米国学術研究

会議（National Research Council）の 1989年の報告書が最初とされ、主に化学物質管理や

医療の分野でリスクを回避するために利害関係者が対等かつ相互に意見を交換することが

重要との認識から使用され始めた言葉である [31]。近年では防災分野にも使用されて来て

おり、大本ら(2008) [32]は、水災害リスクに関するワークショップを実際に行い、リスク・コミュ

ニケーションが災害に対する自助、共助の意識を向上させることを指摘している。畑山ら

(2007) [33]は水災害の被害予測をシミュレートするシステムを構築し、それを住民自身が利

用・認識することによって災害時の避難対応を促進させるリスク・コミュニケーションの有用性

を指摘している。 

住民が主体的に気候変動問題に関わることや、防災対策に関して意見を交換することは、

1.1.4.で述べた住民が自発的に被害軽減に取り組む対策に直結し、特に気候変動やそれに

付随する大雨・洪水等の水災害分野における想定外の影響には非常に有効である。しかし

体系的なシステム作りはまだ着手されたばかりであり、具体的な仕組み作りが今後の急務に

なると予想される。 

 

1.2.4. 気候変動対策における政策評価手法の検討 

適応策を導入する際にもう一つ重要な点として、政策を実施する際の判断基準、特に複数

の案をどのようにして優先的に実施するかという点が挙げられる。政策評価の基準としては、

主に費用効果性の大小、すなわちある政策の導入に必要な費用とその政策によってもたらさ

れる便益の比が大きいものを優先するという考え方と、政策施行当初の目的を達成できたか

と否かいったアウトプットを評価し、今後の改善を図りながら進めていく考え方がある。 

気候変動対策のような自然災害に対する政策評価では、起きるか起きないか定かでない

といったリスクに対して、どの程度まで金銭的な重みを置くかといった効率性を議論する必要

があるという特性を持っているため国の指針としても費用効果性の大小を評価する方法を取
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っていることが多い。上に示したような政策の実施にかかる費用(Cost)とその実施によって

得られる便益(Benefit)を比較し、その数値の大小によって政策の有用性を評価する方法を

費用便益分析という。国土交通省が取りまとめた「公共事業評価の費用便益分析に関する

技術指針(共通編)(2008)」 [34]に詳しい費用便益分析の方法が示されている。表 3 にその

分類と特徴を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水災害分野に関する費用便益分析は、国土交通省が取りまとめた「治水経済マニュアル

(案)(2005)」 [35]に詳しい内容が掲載されている。一般に水災害対策の便益算出は困難で

あるとされており、治水経済マニュアルには、「治水施設の整備による便益としては、水災害

によって生じる人命被害と直接的または間接的な資産被害を軽減することによって生じる可

処分所得の増加（便益）、水災害が減少することによる土地の生産性向上に伴う便益、治水

安全度の向上に伴う精神的な安心感などがある。」 [35]とし、「治水施設は、道路などの利

便性を向上させる他の社会資本と異なり、上述したように社会経済活動を支える安全基盤と

して重要なものであるにもかかわらず、治水施設整備による便益は経済的に計測困難なも

のが多い。また、治水施設の整備は、社会経済活動について検討する際の与件として存在

するものであり、一般の人々が治水施設の整備による効果を実感することは、一般に困難で

あるため、市場財としてその効果を計測することも困難である。」 [35]としている。したがって、

水災害の便益算出には洪水氾濫被害の防止効果を便益として把握する年平均被害軽減期

待額というものが用いられている。表 4にその算出方法を示す。流量規模別に求めた被害軽

減額に流量規模に応じた洪水の生起確率を乗じて求めた流量規模別年平均被害額を累計

し、年平均被害軽減期待額を算定する。 

表 3：費用便益分析の主な評価指標と特徴 
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しかしこの数値だけでは便益のうち直接的な被害のみを表していると考えられ、間接的被

害、とりわけ被災可能性に対する住民の不安が考慮されていないことが指摘されている。防

災事業の評価にて考慮すべき項目を示したものを図 8に示す。 

 

 

表 4：年平均被害軽減期待額算出表 

図 8：防災事業の評価にあたり考慮すべき項目 
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不安やそれを改善したいと思う住民の意思といった市場で価格が形成されず、本来貨幣

換算できないものを便益として計測する手法に仮想的市場評価法（Contingent Valuation 

Method：CVM）と呼ばれるものがある。CVM とは端的に言えばアンケート調査であり、回答

者に、例えば、水災害の不安を解消するための対策に対していくら払うか、すなわち支払意

思額(Willingness To Pay：WTP)を問うものであり、様々な分野に応用できる可能性をもった

手法であり、国の指針でも CVM 調査を積極的に取り入れ、政策評価に生かす努力が行わ

れている。 [36]表 5に主な CVMの種類と特徴を示す。 

 

それぞれの手法に関しては、上表参照元である「地球温暖化に関する閣僚委員会会合資

料(2010)」 [37]、「環境と観光の経済評価(2010)」 [38]、「環境評価の政策利用（1999）」 

[39]などに詳しい説明が掲載されている。 

これらの環境評価手法であるが、アンケート調査ゆえの問題点も多く指摘されている。主

な問題点としては、調査方法(インターネット、郵送、面接)、支払い方法(税金、負担金)、回答

方法(自由回答方式、値付け方式)、回答者の理解などが挙げられる。 [38]このように様々な

バイアスが存在するとしても、CVMによる便益計測は政策評価を行う際に重要な指標と捉え

ることができ、米国での環境汚染の損害額算出 [39]や、気候変動対策の費用便益分析に

関する海外研究 [40] [41] [42]を考慮すると、政策評価手法としての利用が今度ますます増

加すると予想される。 

 

表 5：代表的な環境評価手法の特徴 
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1.3. 研究目的および研究の流れ 

以上のことを踏まえて、本研究では気候変動対策の一つとして適応策を取り上げ、特に水

災害に関する防災対策を導入する際に必要と考えられる「水災害に対する住民意識の向上」

と「住民主導で行われる防災対策の経済性評価」の二つに焦点を当てる。それぞれの要素

に対してアンケート調査を行い気候変動適応策導入に必要な因子を整理し、導入が望まれ

ている適応策とその導入プロセスを考察して、適応策導入の方向性を示すことを目的とす

る。 

水災害に対する住民意識の向上に関しては、共分散構造分析を用い、水災害リスクへの

関心や政府への信頼といった因子が防災対策の受容にどのような関係を持つのかを明確に

する。住民主導で行われる防災対策の経済性評価では、表明選好法の一つである CVM を

用い、自主的な取り組みに関する経済性評価および因子分析を行い、自然災害リスクを住

民が主体的に対処できるような防災対策を考察する。 

図 9 に本研究のフロー図を示す。第 1 章では、気候変動によって引き起こされていると考

えられている自然災害被害の現状を整理し、その中でも水災害分野に焦点を当てた適応策

の必要性を国内外の適応策事例調査とともに示し、さらに適応策導入に際して必要と考えら

れる政策評価に関する事項を示す。第 2章および第 3章、第 4章では共分散構造分析を用

いた住民意識調査と CVM 調査を用いた住民自主対策の経済性評価を行い、実証的なデー

タを元に住民参加のあり方や自主防災を基調とした災害対策に関する考察を行う。第 5章で

は、これらの調査結果を元に、気候変動適応策導入への望ましいプロセスや気候変動対策

の方向性を結論づける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 9：本研究のフロー図 
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第 2章 水災害に対する住民意識調査 

2.1. 住民意識調査に関する既往研究 

水災害に対する住民意識調査を用いた研究は、台風や土砂災害が多い日本では広く行

われている。 その研究の種類としては、実際に水災害が起きた地域もしくはその危険性が

ある地域にて、住民に対してアンケート調査を行い、今後の防災対策に役立てようとするも

のが大半である。小松ら(2001) [43]は、2000年 9月の東海豪雨災害において実際に被災し

た住民と、そうでない住民を対象に聞き取り調査を行い、被害の有無やその深刻度に応じて

水害そのものについての意識と防災意識に大きなズレ（落差）が生じることを指摘している。

春山ら(2007) [44]は 2004年 7月の福井水害について、田中ら(2009) [45]は 2009年 8月

の兵庫県水害についてそれぞれ被災住民に対してアンケート調査を行い、被害軽減のため

には地域コミュニティーの強化が必要であることや、住民が自主的に備える仕組みづくりの

重要性を指摘している。 

リスク認知に関する研究としては、高木ら(2006) [46] [47]がファジイ推論や共分散構造分

析といった心理学的アプローチを用いた住民のリスク意識調査から自主防災に関する問題

点を抽出し、リスク認知度向上策について検討をしたものが挙げられ、住民の「『防災知識』

のレベルを向上させることが『リスク認知度』を最も効率的に高められ、これを上昇させるた

めに『防災情報収集』のレベルを向上させることが効率的である。」 [46]という結果を示して

いる。高尾ら(2002、2004) [48] [49]は共分散構造分析を用いて、水害への関心や行政への

信頼といった住民の意識的な要因が水害リスクの受容へどのような影響を示すのかを調査

し、水害リスクの受容に対しては「水害に関する自己責任の意識」、「ゼロリスク意識」、「一般

的なリスクに対する合理的な受容意識」、「行政への信頼」の 4 つの因子が影響していること

を指摘している。 

以上の研究に共通して言えることは、住民が自主的に防災対策を行うことが重要であり、

そのためには行政や地域コミュニティーとの情報交換や意思疎通、すなわちリスク・コミュニ

ケーションが必要であるということである。住民の水害に対する意識を向上させるための仕組

み作りも必要であると言える。 

 

2.2. 調査目的 

本調査では水災害リスクに対する住民の意識調査を行い、水害リスクの受容性に影響を

与える要因と政策への協力姿勢の関係性を共分散構造分析により明らかにすることを目的

とする。すなわち、気候変動適応策導入へ向けた住民との合意形成のプロセスのあり方を、

どのような因子が水害リスク意識に影響を与え、防災対策の受容に関与しているのかを調査

するアンケートによって得られた結果から考察する。 
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2.3. 調査概要 

本調査は Web アンケート方式を取り、株式会社インテージに依頼して行った。期間は

2011年 7月 1日～4日、調査エリアは、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県の人口

50 万人以上の市区町村、調査対象は 20 歳以上の男女とした。なお調査エリアを上記の市

町村に絞った理由は、風間ら(2009) [10]のシミュレーションから、将来の水害増加による被

害増加が都市部に集中するという指摘を元に選定したからである。表 6 に調査概要を示す。

アンケート調査票本文については付録（Appendix1）に掲載してある。 

 

表 6：水災害に対する住民意識調査の概要 

調査方法 インターネット調査（Webアンケート） 

調査エリア 東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県の人口50万人以上の市区町村（インテージモニターより抽出） 

対象条件 20歳以上の男女（各々ほぼ同数） 

回収数 447サンプル 

内訳（性別） 男性 50.3％ 女性 49.7％ 

内訳（年齢） 20代 19.7％ 30代 19％ 40代 20.6％ 50代 19.9％ 60代～ 20.8％ 

内訳（県別） 東京都 42.7％ 神奈川県 28.4％ 愛知県 8.7％ 大阪府 11.9％ 福岡県 8.3％ 

 

調査では、共分散構造分析を用いるにあたり、住民意識による水害リスクおよび政策への

受容性に影響を与える因子として以下の 6 つを想定した。これらの因子は、高尾ら(2002、

2004) [48] [49]の既往研究を元にした。図 10に今回想定した因子分析推定図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10：共分散構造分析の推定図 
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それぞれの因子に対して、質問を 2 つ合計 12 問用意した。水害リスクへの関心に関する

質問として設問 1-1および 2、行政への信頼に設問 1-3および 4、ゼロリスク意識に設問 1-5

および 6、地域の防災力に設問 1-7および 8、政策への協力姿勢に設問 1-9および 10をそ

れぞれ想定した。また水害リスクの受容度として設問 2にて「被害を防ぐ」設備投資的な対策

と「被害を軽減する」自主的な対策に対する意識を質問し、設問 3 および 4 にてそれぞれ具

体策の順位付けをさせ、受容度および各対策の選好度を調査した。さらに設問 5にて自分の

地域が水害に弱い地域かどうかを質問し、弱いと感じている人には設問 6、そう感じていない

人には設問 7 にてそれぞれ水害リスクへの受動度を質問してその差異を調査した。最後に

水害に対する個人的なバイアスを調査するため、設問 8 にて災害避難弱者の有無、設問 9

にて現在の地域に継続して居住している年数、設問 10 にて水害被災経験の有無を質問し

た。 

また今回用いる共分散構造分析は以下のような理論を用いる。 

共分散構造分析(analysis of covariance structures)は、観測変数(観測が可能な変数)を

潜在変数(直接的な観測が不可能な変数)のみで説明する構造分析のことをいう。変数間の

因果関係についてはっきりとした仮説を立てる点が、因子分析や重回帰分析と対照的である。

共分散構造分析は、構造方程式モデル(structural equation models, 略して、SEM）と呼ば

れることもある。共分散構造分析は、伝統的な因子分析に対して、1960 年代後半に統計学

者 Jöreskogが確証（認）的因子分析(confirmatory factor analysis)として提唱したのがその

始まりである。 

共分散構造分析における構造モデル式は、以下のように示すことができる。 

                

ここで、x iは被験者 iの p個の観測変数の値を表すものであり、xは p次の、uは r次の、

vは s次の、eは p次の確率変数（ベクトル）で、とりわけ eは測定モデルの誤差変数である。

また、それぞれの変数の添字 iは、第 iサンプルの値を意味するものとする。 

    

   
 
   
      

   
 
   
      

   
 
   
      

   
 
   
  

ベクトルμはp次、行列 L はp行 r次、行列Mはp行s次の行列で、順に観測変数の（母）

平均ベクトル、潜在変数 uから観測変数 xへのパス係数を要素とする行列、潜在変数 vから

観測変数 xへのパス係数を要素とする行列である。 

   

  
 
  
     

       
   
       

     

       

   
       

  

また、以下のような形で構造モデル式を表すこともある。 

                   

この理論については、愛知学院大学千野研究室のWebページ [50]を参考にしている。 
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2.4. 調査結果 

2.4.1. 単純集計の結果 

本調査の集計結果を表 7 に示す。表 7 に示されているのは、水害に関する意識に関する

項目のうちマトリックス形式で回答を得た設問1、2、5、6および7である。表の数値は回答の

割合（%）を示している。なお以下の表の質問番号は、付録（Appendix1）における質問番号

を示している。ここで設問 6における回答者数は n=159、設問 7における回答者数は n=288

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7：水災害に対する住民意識調査の集計結果（単純集計）1 
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表 7：水災害に対する住民意識調査の集計結果（単純集計）2 
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次に、具体的な水災害対策（被害を防ぐ対策として 4つ、被害を軽減する対策として 4つを

提示）に対する選択割合に関する集計結果を表 8に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、それぞれの順位に対して重み付け(1位：4点、2位：3点、3位：2点、4位：1点)を

し、各対策に対する重み付け点数を示したものを図 11 に示す。なお重み付け点数の算出方

法は下式にて算出した。 

ある対策の重み付け点数    順位点数 点  回答者割合     

例えば、河川堤防の設置に関して見ると、 

河川堤防の設置の重み付け点数    
    

   
   

    

   
   

    

   
   

    

   
      

となる。 

 

表 8：水災害に対する住民意識調査の集計結果（両対策の選好割合） 
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さらに、個人的なバイアスに関する集計結果を表 9に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. 共分散構造分析の結果 

はじめに 2.3. 調査概要の図 10 の推定図から確認的因子分析（最尤法、プロマックス回

転）を行った結果を図 12 に示す。なお確認的因子分析とは、推定図の当てはまり具合を統

計的に確かめる分析方法である。使用したソフトは、Amosおよび PASW であり、方法は「は

じめての共分散構造分析」 [51]を参考にした。 

 

 

 

表 9：水災害に対する住民意識調査の集計結果（個人属性） 

図 11：被害を防ぐ対策(青棒)と被害を軽減する対策(オレンジ棒)の選好割合 
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この因子分析における、モデル適合指数は、GFI=0.934(>0.900)、AGFI=0.888(<0.900)、

CFI=0.860(<0.900)、RMSEA=0.084(>0.05)となりあまり良い適合を示さなかった。各適合

指数をまとめたものを表 10に示す。 

 

表 10：確認的因子分析におけるモデル適合度 

 

そこで、アンケート結果を元に探索的因子分析（最尤法、プロマックス回転）を行い、4 つの

因子に要素を集約して共分散構造分析を再度行った。各設問に対する相関係数を示したも

のを図 13に示す。 

 

図 12：確認的因子分析のパス図 



29 
 

 

 

なおこの 4つの因子に関しては、設問の内容から筆者が名付けたものである。この因子分

析を元に探索的因子分析を行った結果を図 14に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この因子分析における、モデル適合指数は、GFI=0.965(>0.900)、AGFI=0.931(>0.900)、

CFI=0.936(＞0.900)、RMSEA=0.071(>0.05)となり、確認的因子分析と比較すると適合度

は向上した。各適合指数をまとめたものを表 11に示す。 

図 14：探索的因子分析のパス図 

図 13：各設問に対する相関行列およびその因子間における相関行列 
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図 14の因子を構造モデル式で表現すると、 

・ 水害リスクへの関心=Q1_1×0.63+ Q1_2×0.85+e 

・ 防災行政への信頼=Q1_3×0.70+ Q1_4×0.77+ Q1_5×0.61+e 

・ 防災政策への協力姿勢=Q1_9×0.71+Q1_10×0.49+水害リスクへの関心×0.48+

防災行政への信頼×0.29+e 

・ 水害リスクへの受容性=Q1_6×0.85+ Q6&7×0.46+防災行政への信頼×0.20+e 

と書くことができる。 

 

2.4.3. 本調査結果で明らかになった点 

本調査の結果からわかったことおよび結果から導出される意味を以下に示す。 

図10の推定図と図12の確認的因子分析のパス図とを比較すると、水害リスクへの関心と

地域の防災力との関係、ゼロリスク意識と政策への協力姿勢との関係、行政への信頼と地

域の防災力との関係以外の関係は一致していることがわかる。推定図の通りにパス図が描

けなかった理由として、おそらく地域の防災力の因子がうまくアンケートで表現できていなか

ったことが挙げられる。アンケート設問 1-7、8 は地域が自主的に行っている防災体制に関す

る意識調査を想定したが、回答者にとっては行政が行う防災体制に関する意識と捉えられて

しまったと考えられる。したがって、設問の回答傾向から新たに 4 つの因子(1. 防災行政へ

の信頼、2. 水害リスクへの関心、3. 水害リスクへの受容性、4. 防災政策への協力姿勢)

を導き、探索的因子分析によって図 14 に示したようなパス図を作成した。この図から防災政

策への協力姿勢に対しては、水害リスクへの関心や防災行政への信頼が、水害リスクへの

受容性に対しては防災行政への信頼がそれぞれ正の関係を示していることがわかる。すな

わち水害リスクへの対策を考える際には、住民の水害リスクの関心や行政への信頼を向上

させることが有効であると言える。具体的な対策に対しての選好割合を調査した設問 2 では、

被害を防ぐ対策と、被害を軽減する対策の二つを4つずつの具体策を示して順位付けを行っ

た。図 15 に両者の選好割合を示す。これより被害を防ぐ対策の選好が 7 割以上であること

がわかり、またその内訳を見ると、行政が主導するような堤防の設置や下水排水機能の強

化などに強い選好が示されている一方、住居の移転といった住民自らに負担がかかると予

想される対策への選好は非常に低いものとなっていることがわかる。被害を軽減する対策に

対しては、避難訓練の実施や防災教育の徹底などと比べると、水害保険に対して非常に強

表 11：探索的因子分析におけるモデル適合度 
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い抵抗が見受けられ、こちらも自主的な負担に対する抵抗があると考えられる。すなわち今

回主題としている住民が自主的に行うような被害を軽減しようとする対策への選好はあまり

高くなく、先に述べたような住民に対する意識向上やリスク・コミュニケーションの必要性が示

されたと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 15：被害を防ぐ対策と被害を軽減する対策の選好割合 
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第 3章 住民主導対策の経済性評価 

3.1. 経済性評価に関する既往研究 

ある事業を実施する際には、その政策がどのようなメリット・デメリットを持つのか、またそ

れらが実際にどのような影響を我々に与えているのかなどを総合的に評価する必要がある。

近年の緊縮財政や国への不信感もあり、いかにして政策を評価し選別するか、そして国民へ

説明するかという点から、政策評価および経済性の評価の必要性が増してきていると言え

る。 

このような現状を踏まえて、政策評価に関する研究も盛んに行われている。なかでも政策

の優劣を決定するのによく用いられている費用便益分析に関するものが多く見受けられる。

本研究で取り上げている水災害に関する対策に関しても費用便益分析に関するものは多く、

小林ら(2008) [52]は自然災害のような一度発生すると大きな被害をもたらすカタストロフ・リ

スクに関して、期待被害額を用いた費用便益分析だけでは限界があるとし、災害リスク事象

の生起確率そのものを減少させる技術（リスク・コントロール）と災害により生じた被害を社会

全体に分散させる技術（リスク・ファイナンス）の必要性を指摘している。前者は緊急時避難、

情報システムの充実、後者は水害保険などが該当する。さらに心理的被害やリスクプレミア

ムの問題についても触れ、総合的な経済性評価の必要性を指摘している。 

水災害対策などでは明確な便益といったものが既往の評価手法では算出できないことが

多く、本稿第 1章 2節 4項に示した環境評価手法が必要となる。環境評価手法に関しても研

究が盛んであり、栗山ら(2006、2010など) [53] [38]は CVMやコンジョイント分析を用いて、

自然公園や森林といった非市場価値の一つとされている環境財の経済評価を行っている。

大野(2006) [54]や有馬ら(2007) [55]はコンジョイント分析を行政施策評価や地球温暖化評

価などに用い、これらの環境評価手法が政策評価へ利用できる可能性や意義を指摘してい

る。 

なお、上記に挙げた研究者以外にも CVMやコンジョイント分析といった手法を用いた評価

を行っている論文が多々あるが、これらの評価法に関する統一した基準がないため国の政

策評価に用いるまでには到達していない印象がある。アンケートといった手法によるバイアス

をどう処理するか、住民の意思をどう数値化し、それをどのようにして便益や費用といった経

済的な数値に落とし込んでいくかが今後の課題となると思われる。 

 

3.2. 調査目的 

前節で述べた認識から、本調査では、気候変動による将来の水災害リスク増加に備える

対策について、CVM を用いた支払意思額による経済性評価を行い、住民の自主的な防災

対策への選好を明らかにすることを目的とする。すなわち、気候変動による影響への対策と

して、住民主導で行う対策と行政が行う対策に対するそれぞれの支払意思額を質問し、その

結果から経済性の評価を行い、適応策導入へ向けた防災対策のあり方や方向性を検討す

る。 
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3.3. 調査概要 

本調査は Web アンケート方式を取り、株式会社インテージに依頼して行った。期間は

2011年 12月 9日～12日、調査エリアは、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県の人

口50万人以上の市区町村、調査対象は20歳以上の男女とした。表12に調査概要を示す。

アンケート調査票本文については付録（Appendix2）に掲載してある。 

 

表 12：住民主導対策の経済性評価の概要 

調査方法 インターネット調査（Webアンケート） 

調査エリア 東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県の人口50万人以上の市区町村（インテージモニターより抽出） 

対象条件 20歳以上の男女（各々ほぼ同数） 

回収数 402サンプル 

内訳（性別） 男性 49.8％ 女性 50.2％ 

内訳（年齢） 20代 19.7％ 30代 19％ 40代 20.6％ 50代 19.9％ 60代～ 20.8％ 

内訳（県別） 東京都 20.4％ 神奈川県 20.4％ 愛知県 20.6％ 大阪府 20.1％ 福岡県 18.4％ 

 

調査では、支払意思額という金銭的な指標を扱うため、はじめにスクリーニングと呼ばれる

回答者の絞り込み作業を行った。その内容は、調査対象となる地域の選別、水害リスクを感

じているかどうか、世帯の収入を把握しているかの 3 点である。これらの質問に対して、該当

地域に居住しており、水害リスクと世帯収入の質問に対して「非常にそう思う」、「まあまあそ

う思う」とした回答者に対し本調査を行った。 

本調査では、はじめに地球温暖化に関する情報、気候変動に伴う降水量の増加および海

面上昇に関する情報、行政だけの対策では限界があり住民が自主的に対策を取る必要があ

ることを説明した。その情報を踏まえた上で、住民の自主的な対策と行政が行う対策に対し

て支払意思額を質問した。 

住民の自主的な対策として水災害に対する避難訓練を取り上げ、設問 1 にて避難訓練の

実施に際して必要となると思われる以下の 3つすべてに対する支払意思額を質問した。その

3 つの対策とは 1. 地域自治会での防災用品の購入(被災時の食糧備蓄、懐中電灯等の用

意)、2. 避難施設や避難経路の整備(避難所の維持管理、避難経路の整備)、3. 広報活動

(浸水の危険性のある地域を知らせる地図の配布、避難訓練の計画)である。さらに設問 2で

は 3 つの対策それぞれについての支払意思額を質問した。つぎに設問 3 では行政が行う対

策として、支払手段を税金と限定し、堤防設置や排水機能の強化といった設備投資的な対策

への支払意思額を質問した。最後に、支払意思額に対するバイアスを調査するため、設問 4

にて抵抗回答の有無、設問 5 および設問 6 にて地球温暖化現象や将来予測に対する信頼

度、設問 7および設問8にて支払い能力や金銭的価値観に関する意識を質問した。さらに個

人的(世帯的)なバイアスに関しても、設問 9 にて避難時に困難な家族の有無、設問 10 にて

水害被災経験の有無、設問 11 にて現在の地域に継続して居住している年数、設問 13 にて

職業、設問14および設問 15にて同居家族数および子どもの人数、設問16にて世帯年収を
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質問した。最終的な避難訓練への参加意思についても設問 12にて質問した。 

また今回用いる CVMによる支払意思額の算出は下記のような式を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. 調査結果 

3.4.1. 単純集計の結果 

本調査の集計結果を表 13に示す。表 13に示されているのは、住民主導の避難訓練実施

に際して必要となると思われる 3 つの対策への支払意思額と行政が行う設備投資的な対策

への支払意思額に対してそれぞれの支払カードが選ばれた割合である。表の数値は回答の

割合（%）を示している。なお以下の表の質問番号は、付録（Appendix2）における質問番号

を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この支払意思額に対するアンケートを行った際に感じたことを回答してもらった設問 4に関

する集計結果を表 14に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

表 13：住民主導対策の経済性評価の集計結果（支払意思額） 

表 14：住民主導対策の経済性評価の集計結果（抵抗回答） 

一人あたりの支払意思額 円 人  

   
世帯での選択金額 円 

世帯の家族人数 人 世帯  
本調査サンプル数 世帯    

一世帯あたりの支払意思額 円 世帯  

   
世帯での選択金額 円 

本調査サンプル数 世帯 
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次に、回答者の温暖化現象への意識や支払意思額の大きさに関係すると思われる項目

の集計結果を表 15に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、その世帯に関するバイアスとして子どもの数や避難経験の有無、世帯年収などを

質問した集計結果を表 16 に示す。ここで、避難訓練の参加意思を質問した設問 12 の集計

結果も共に掲載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 15：住民主導対策の経済性評価の集計結果（個人意識） 
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3.4.2. CVMの結果 

はじめに、住民主導の避難訓練実施に際して必要となると思われる 3つの対策と、行政が

行う設備投資的な対策への一世帯あたりおよび一人あたりの支払意思額を算出したものを

表 17に示す。なお 0円の回答も支払意思額 0円としてそれぞれ算出している。 

 

表 16：住民主導対策の経済性評価の集計結果（世帯バイアス）1 

表 16：住民主導対策の経済性評価の集計結果（世帯バイアス）2 
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次に、世帯収入、避難弱者の有無、水害経験、温暖化への関心、家計の余裕による一人

あたりの支払意思額への影響を調べた。ここで世帯での選択金額を世帯の家族人数で割っ

た数値が 100 ,000 円以上のものは除外して傾向を調べた。100,000 円を除外した理由は、

あまりに大きな数値だと平均値に大きな影響を与えると考えたからである。さらに、世帯収入

については 500万円を基準にして分け、温暖化への関心については設問 5 と 6において共

に「非常にそう思う」、「まあまあそう思う」と回答した人を温暖化への関心のない人として分け

た。それぞれの支払意思額を表 18に示す。なお 0円の回答も支払意思額 0円としてそれぞ

れ算出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 17：住民主導対策の経済性評価の集計結果（各対策の支払意思額） 

表 18：住民主導対策の経済性評価の集計結果 

（支払意思額のバイアスによる影響）相加平均による集計 
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ここで、カッコ内の n とは集計した標本数である。支払意思額の数の方が小さいのは、上

記の 100,000円以上の意思を示した回答を除外しているためである。 

さらに、表 13 の支払金額を見ると対数的に分布しているので、世帯収入、避難弱者の有

無、水害経験、温暖化への関心、家計の余裕による一人あたりの支払意思額への影響を、

100,000円を上限に除外するのではなく、相乗平均を用いて支払意思額を算出した。ここで、

世帯年収や温暖化への関心に関する仕分け方は上記と同様であり、相乗平均を取ることか

ら 0円の回答はすべて除外して算出した。その結果を表 19に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、カッコ内の n とは集計した標本数である。支払意思額の数の方が小さいのは、上

記の 0円の意思を示した回答を除外しているためである。 

また最後に中央値による算出結果を表 20に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

表 19：住民主導対策の経済性評価の集計結果 

（支払意思額のバイアスによる影響）相乗平均による集計 
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ここで、カッコ内の n とは集計した標本数である 

 

3.4.3. 本調査結果で明らかになった点 

本調査の結果からわかったことおよび結果から導出される意味を以下に示す。 

表 17に示されている通り、今回の CVM を用いたアンケートでは、住民が自主的に行う避

難訓練に対する支払意思額は 5,111(円/人)、行政が行う設備投資に対しては 6,628(円/人)

という値が算出された。先の意識調査と同様に、行政への支払意思が強い傾向が見られ、

自主的な防災に対する意識はあまり高くないことがわかる。避難訓練に際した 3つの対策(1. 

地域自治会での防災用品の購入、2. 避難施設や避難経路の整備、3. 広報活動)に対する

支払意思額は、避難施設や経路の整備に最も多くの金額を支払う意思が示された。この結

果からも、住民による自主防災の意識は、あまり高いとは言えず、施設や経路の整備といっ

た行政任せの傾向が見受けられる。防災用品購入に対しても整備とほぼ同程度の支払意思

が見受けられることから、回答者にとって両者は共に重要な対策であると認識されていること

がわかるが、広報活動などの主体的に防災活動を行おうという意思はあまり高くないと言え

る。それぞれの対策に対する意思額の大きさに関しては、筆者が非常に漠然とした対策内容

を掲示してしまったため、回答者がしっかり状況を把握していないまま金額を選んでしまった

可能性があり、より具体的で現実的な対策を掲示する必要があったと思われる。 

表 18に示した世帯バイアスに関しては、ほぼ想定通りの数値が出ていると考えられる。世

帯収入の低い世帯や温暖化への関心がない世帯、水害経験の無い世帯、家計の余裕がな

表 20：住民主導対策の経済性評価の集計結果 

（支払意思額のバイアスによる影響）中央値による集計 
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い世帯はそれぞれ支払意思額が低い傾向にあることなどがそれに当たる。しかし避難弱者

の有無に関しては、異なる傾向が示され、避難弱者が「いる」と答えた世帯の方が住民主導

および行政主導対策共に意思額が低いことが見受けられる。これは住民組織や行政組織に

頼らず、世帯および個人が自ら防災対策や避難をするという意思の表れと取ることができ得

ると筆者は考えている。この結果は 100,000円以上の意思額を排除した結果であり、恣意的

な操作が含まれるため、高額の支払意思額を除外しない方法として表 19 に示すような相乗

平均による算出および比較を試みた。その結果、避難弱者、水害経験、家計の余裕の有無

による意思額の差は同様の傾向を示すものとなっているが、世帯年収および温暖化の関心

に関しては異なる傾向を示していることがわかった。さらに表 20の中央値による集計結果か

らは表 18 と同様の傾向が見受けられる。 

以上の結果より、支払意思額に影響を与える因子として、世帯の経済的理由、支払い対

象への関心、そのリスクに対する弱者の有無などが挙げられるが、今回の調査にて経済性

評価に用いようとした支払意思額の大きさに関しては本調査だけでは明確に判断することが

難しく、回答された金額をそのまま経済的な評価に取り込むことは非常に困難であると考え

られる。さらに本調査からリスク回避型のリスク選好をする人が多いことがわかり、リスク評

価に一定の配慮が必要であると言える。 

最後に、設問 12 にて居住地域において実施される避難訓練への参加意思を聞いた結果

をついて取り上げる。その集計結果を割合グラフにしたものを図 16 に示す。この設問では約

2 割の回答者が参加する意思はないと回答しており、本調査のスクリーニングにて水害のリ

スクを認識していると答えた住民でも、自主的に避難訓練等に参加する意思を必ずしも示さ

ないことがわかり、いかにして住民が防災活動に主体的に関わっていく仕組みづくりを整える

かが重要であると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 16：避難訓練への参加意志の割合 
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第 4章 気候変動対策へ向けた提案 

4.1. 気候変動対策に向けた具体的なアプローチの考察 

本章では、今回行った 2つのアンケート調査結果を踏まえて、第 4章 2節では意識分析から気

候変動対策に向けた住民参加の方向性を検討する。さらに第 4章 3節ではCVM調査の結果と、

文献調査をもとに気候変動対策に関する費用便益分析を行い、経済性の評価を行う。 

 

4.2. 意識分析による気候変動対策の方向性の考察 

4.2.1. 水害リスクに対する住民意識とリスク受容意識の関係 

水災害に対する住民意識のアンケート調査において探索的因子分析を行った結果、住民

の水害リスクの関心や行政への信頼を向上させることが有効であることがわかった。しかし、

気候変動対策に対する意識向上をより図るためには実際に水害リスクを感じている人とそう

でない人との差を明確にして、それぞれに対する有効な対策アプローチを考えることが重要

であると思われる。そこで、水災害に関するアンケート調査の設問 5「自分の住んでいる地域

は大雨や洪水に弱い地域(水害の被害が起きやすい地域)だと思う」の回答によって水害リス

クを感じている人とそうでない人を分け、再び同様の探索的因子分析を行った。アンケート結

果より、設問 5に対して「非常にそう思う」または「まあまあそう思う」と回答した人数は 159人、

「あまりそう思わない」または「全くそう思わない」と回答した人数は 288人であった。使用した

ソフトは Amos であり、最尤法、プロマックス回転を用いた。水害リスクを感じていると答えた

グループのパス図を図 17、水害リスクを感じていないと答えたグループのパス図を図 18 に

それぞれ示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 17：水害リスク意識がある回答者の探索的因子分析のパス図 
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さらにそれぞれの分析のモデル適合指数を表 21および 22に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの結果より、以下のことが言える。 

図 17および図 18に示したパス図はほぼ図 14に示したパス図と同様の関係を示した。し

かし、水害リスク意識がないグループに関しては、防災行政への信頼と防災政策への協力

姿勢との間および水害リスクへの受容性との間には有意な関係は示されなかった。また水害

リスクを感じているグループと感じていないグループにおけるそれぞれのパス図を比較する

と、前者のグループでは防災行政への信頼から防災政策への協力姿勢や水害リスクの受容

性へ関係が見られた。後者のグループでは、防災行政への信頼からの関係は認められず、

水害リスクへの関心が防災政策への協力姿勢に大きな影響を及ぼしていることが見受けら

れた。このことから、普段身近に水害リスクを感じていない人たちは、防災行政や政策といっ

図 18：水害リスク意識がない回答者の探索的因子分析のパス図 

表 22：水害リスク意識がない回答者の探索

的因子分析におけるモデル適合度 

 

表 21：水害リスク意識がある回答者の探索

的因子分析におけるモデル適合度 
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たものにあまり関心がなく、その信頼度合いや政策内容といった項目は、水害政策の協力へ

直接結びつかない可能性を示唆している。このようなグループには、水害リスクの危険性や

将来気候変動が起きた時にどの程度被害が増加するか、仮に災害が起きた時どのように避

難するかなどの水害に対する関心を向上させることが防災政策への協力に必要であると言

える。一方、普段から身近に水害のリスクを感じている人たちは、水害の危険性を十分熟知

していると感じていると考えられる。よって水害リスクへの関心を向上させるというアプローチ

は、防災政策への協力へあまり関係性がないと思われ、いかにして行政が責任をもって水害

に対する備えを提供してくれるかを注視している傾向があると言える。すなわちこのようなグ

ループには、有効な防災対策の実施に加えて、防災行政との綿密な意思疎通や情報交換を

通した信頼関係の向上が必要であると推測される。行政の信頼関係向上は同時に水害リス

クへの受容性を向上させることにもつながり、将来の気候変動リスクの増加を視野に入れた

防災対策を考える上で非常に重要な要素であると言える。 

続いて、水害リスク意識があるグループのうち、居住している地域の水害リスクを認識しつ

つも、そのリスクを受容しないと回答しているグループに対しても同様の分析を行った。その

結果を図19に示す。ここで上記のグループとは、設問5に対して「非常にそう思う」または「ま

あまあそう思う」と回答した人数は 159人のうち、設問 6「自分は大雨や洪水に弱い地域に住

んでいるので、ある程度の水害リスク（浸水の危険性や避難の必要性）を被ることは仕方が

ないことだと思う」に対して、「あまりそう思わない」、「全くそう思わない」と回答した 59 人であ

る。比較対象として図 20 に居住している地域の水害リスクを認識しつつ、その影響を受容す

ると回答したグループ（100人）の探索的因子分析の結果を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19：水害リスク意識はあるが受容しない回答者の探索的因子分析のパス図 
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図 20：水害リスク意識も受容意識がある回答者の探索的因子分析のパス図 

 

さらにそれぞれの分析のモデル適合指数を表 23および 24に示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの結果より、表 23、24 より両者ともにモデル適合度は低いことがわかる。この原因

としては対象者を狭めてしまったため、有意な適合性が見られなかったことが挙げられる。分

析結果にからは以下のことが言える。水害リスクを認識しているが、そのリスクを受容しない

と回答しているグループはどの因子からも防災政策への協力姿勢に対する有意な関係は示

されなかった。しかし、防災行政への信頼と水害リスクへの受容性の間には関係が認められ、

このようなグループのリスク受容意識を向上させるためには、行政に対する信頼を向上させ

る必要があると言える。水害リスクを認識しており、かつそのリスクを受容すると回答している

グループは、防災政策への協力姿勢と水害リスクへの関心および防災行政への信頼との間

表 23：図 19の探索的因子分析における

モデル適合度 

 

表 24：図 20の探索的因子分析における

モデル適合度 
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に有意な関係が認められた。 

本項目で行った分析の結果をまとめると、水害リスクへの受容意識や防災政策への協力

を得るためには防災行政への信頼が非常に重要であることがわかった。水害リスクを認識し

つつもそのリスクを受け入れたくないと感じているグループに対しても、防災行政への信頼を

向上させることにより受容意識を向上させ、さらに防災政策への協力につなげることができる

と推測される。しかし、この結果を以下のように読み解くこともできる。すなわち、住民意識の

中には依然として水災害を始めとする自然災害に対する備えは行政組織が行うものだという

強い認識が存在するということである。この傾向は水害リスクを感じているグループの方が強

い傾向にあり、住民主導の災害対策の難しさを表しているとも言える。 

 

4.2.2. 住民主導の防災対策への住民意識とその分析 

住民主導対策のCVMアンケート調査において住民が自ら行う対策として避難訓練の実施

に必要と思われる以下の 3 つの対策および、行政が行う堤防設置や排水機能の強化といっ

た設備投資的な対策への支払意思額を調査した。その結果より、設備投資的な対策や避難

施設や避難経路の整備といった行政組織が行う対策への支払意思額が大きいという傾向が

示された。そこで、気候変動対策として住民の自主的な対策を促すために必要な因子を分析

するために、自主的な防災対策(今回の場合は住民主導の避難訓練の実施)への支払意思

額と行政の行う設備投資対策への支払意思額との大小によって対象世帯を選び出し、その

属性を調査した。ただしその選別基準は、1. 住民主導対策への支払意思額が 0円の世帯、

2. 行政主導対策への支払意思額が 0 円の世帯、3. 支払意思額が住民主導対策＞行政主

導対策となっている世帯、4. 支払意思額が行政主導対策＞住民主導対策となっている世帯

の 4つとした。表 25に上記 4つの基準毎のアンケートの回答割合(%)を示す。 
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表 25：支払意思額による回答者属性の違い(4基準別) 
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これらの結果より、以下のことが言える。 

はじめに設問 4の抵抗回答について述べる。支払意思額を 0円と回答したグループは、そ

れ以上の支払意思を示したグループと比較すると、「自分は支払う意思はないが、周りが払

うなら仕方が無いと思った」という回答を示した割合が高いことがわかり、「被害軽減のため

に負担をする必要があると思った」という回答を示した割合が極端に低いことがわかった。す

なわちこれらのグループの人たちは、温暖化影響の有無とは関係なしにそもそも世帯から金

銭を支払うという行為そのものを拒否していると考えられる。住民および行政主導対策の大

小による明確な差異はこの設問においてはあまり見られなかった。 

つぎに設問 5 および 6の温暖化への関心について述べる。支払意思額を 0円と回答した

グループは、いずれの設問に対しても温暖化現象や気候変動予測に関心をもたない回答の

割合が高いことがわかる。これは地球温暖化に対する関心が薄ければ薄いほどその対策に

感じる金銭的価値が低くなることを示しているといえる。また行政主導対策に高い支払意思

を示したグループは、温暖化現象や気候変動予測に非常に高い関心を示していることがわ

かる。このことより、不確定で大規模な影響をもたらす気候変動のリスクを熟知している人ほ

ど行政が行うような設備投資的な対策を好む傾向があると考えられる。 

さらに設問 7および 8について述べる。設問 7に関しては、各選別基準間で明確な差異は

示されなかった。設問 8 に関しては、家計に余裕のない世帯ほど支払意思額が低くなること

を表している。また、若干ではあるが家計に余裕のある世帯の方が、余裕のない世帯と比べ

て行政主導対策への支払意思が大きい傾向にある。 

設問 9、10、11 に関しては、設問 10において支払意思額を 0円と回答したグループの方

が水害経験の経験があると回答した人の割合が高かった。さらにこの傾向は行政主導対策

へ高い支払意思額を示したグループにも言え、実際に自然災害の恐ろしさや危険性を知って

いる人たちには、住民による自主的な対策よりも行政が行う大規模な対策や、個人で行う防

災対策の方が有効であるという心理が働いていることが見受けられる。設問 11に関しては、

支払意思額を 0 円と回答したグループの方がその土地に住んでいる年数が短い傾向にある

ことがわかり、長くその土地に住んでいる住民の方が高い支払意思を持つことを示している。 

最後に設問 12、15、16について述べる。設問 12に関しては、支払意思額を 0円と回答し

たグループの避難訓練参加意思は低いものとなっている。また若干ではあるが、住民主導の

対策の方に高い支払意思を示したグループの方が参加に前向きであることがわかる。設問

15に関しては子どもが 1人以上いる世帯のほうが支払意思を示すという傾向を示している。

設問 16 に関しては、世帯年収が高い世帯ほど行政への支払意思が大きいことを示している。

これも社会的に高い地位についている人ほど環境リスクに敏感であり、行政主導の設備投

資的な対策に選好を示すのではないかと考えられる。以上を踏まえると、両対策に対する選

好の傾向としては、環境リスク意識の高い人や、金銭的な余裕がある人ほど行政主導の対

策を好み、避難訓練に積極的に参加意思を示すような人ほど住民が自主的に災害に対する

備えを行う対策に関心を示すということがうかがえる。 

また本調査はスクリーニングにて水害リスクを感じていると回答した人を対象にアンケート
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を行っているため、両者の支払意思額が 0 円のグループは、水害リスクを感じているのにそ

の対策には協力しないというグループであると言える。そこで住民主導対策および行政主導

対策の両方に対する支払意思額が 0 円であるグループを対象に、同様の分析を行った。そ

の結果を表 26に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 26：支払意思額による回答者属性の違い(支払意志 0のグループ) 
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この結果より以下のことが言える。 

全体としてほぼ表 25 における住民主導対策および行政主導対策に対する支払意思額が

0円である世帯と同様の傾向を示している。設問 4に関しては、他のグループと比べて「被害

の軽減のために負担をする必要があると思った」という回答の割合が少ないことがわかる。

設問 5と 6における温暖化への関心、設問 12における避難訓練への参加意思に関しては、

それぞれ関心を示さない割合、参加に前向きな割合が高いことがわかる。また世帯年収に関

しても 500万円以下の割合が多いことがわかる。 

以上の結果をまとめると、住民主導対策は行政主導対策より支払意思額が低く、住民の

意識としては、大雨や洪水などの水害リスクへの対策としては行政が責任をもって対処する

ものだという認識があることがわかる。またその傾向は、環境リスク認知のある人や経済的

に余裕のある人たちに強く見られる。しかし避難訓練に積極的に参加しようという意思をもっ

ている人たちは、住民主導対策への支払意思額が行政主導対策より高い傾向にあり、地域

活動に関心のある人たちはより自主的な対策に協力姿勢を示す可能性が見受けられる。ま

た水害リスクの認識を持っているにもかかわらず、水害対策への協力姿勢を示さないグルー

プは温暖化への関心や避難訓練への参加意思が低いことがわかり、これらのグループの人

たちを如何にして対策に協力してもらえるかが今後の課題であるといえる。ただし、経済的に

対策に対する金銭的な負担が不可能な世帯が存在することも考えられ、その点は十分配慮

する必要があると思われる。 

 

4.2.3 意識分析を踏まえた住民参加の方向性 

今回の 2 つのアンケート調査結果より、以下のようなことがわかった。水災害に対する住

民意識調査の結果からは、防災政策への協力姿勢を得るためには、水害リスクへの関心や

防災行政への信頼が必要であること、また防災行政への信頼は、水害リスクを認識しつつも

被害を受容しないと回答しているグループのリスク受容意識にも正の関係を示すことがわか

った。さらに住民主導対策の CVM調査の結果からは、行政が主導して行う対策への支払意

思額が住民主導対策よりも高いということがわかった。また行政主導の対策を選好する人た

ちの傾向としては、地球温暖化等の環境リスクへの関心が強いこと、世帯収入が多く家計に

余裕があることなどがわかり、住民主導の対策を選好する人たちには避難訓練への参加意

思が高いことがわかった。両対策へ支払意思を示さなかったグループは、環境リスクへの関

心や自主活動への参加意思が低い傾向があると同時に世帯年収が低いことがわかった。 

以上の結果より、気候変動対策の方向性としては行政が主導して対策を策定し、住民が

それに従う「行政トップダウン的対策」が最も住民の受容度が高いと言えるだろう。すなわち、

行政が温暖化影響のシミュレーションや自然災害に対する対策などを講じ、住民がそれに対

して協力し対策を行うというプロセスである。特に今回主題としている気候変動適応策は、対

象とするリスクが非常に大きい規模で起きるものが多く、住民のみによる対策は非常に困難

であると言える。一方で、気候変動リスクは予測やその影響が及ぶ範囲など不確定な要素

が多く、行政が全てに対して万全に対策を講じることは不可能に近い。ゆえに、このような大
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規模かつ不確定なリスクに備えるためには、住民自身がリスクに対してしっかりと関心を持ち、

不測の事態に備える必要があるという指摘が示されている。 [30]しかし、本項の意識分析の

結果からは自主的に防災に取り組もうという意識は見受けられず、今後の課題は多いと思わ

れる。行政が舵を取りつつ、住民も主体的に行動できる仕組みを作るためには、本稿 1.2 で

触れたような適応策導入のプロセスのように、住民と行政間での情報共有を密に行う、すな

わち適切なリスク・コミュニケーションを行うことや、その地域の住環境や地理的、歴史的な特

徴といった地域特性を十分考慮した対策を想定することが重要である。その中に、住民に自

然災害リスクへの関心を促すような要素や防災行政への信頼を向上させるような要素を織り

込むことで、より良好なプロセスの形成が期待できると本調査の結果から言うことができる。 

 

4.3. 経済評価による気候変動対策の方向性 

4.3.1. 水害対策の経済性評価の検討(東京都の事例) 

続いて、今回の住民主導対策の CVM 調査にて算出された支払意思額をもとに、対策の

総便益を算出し、これを現在行われている水害防災対策と比較することにより、経済性の評

価を行った。ここで、費用と便益の比較はオーダー単位での比較とした。本項では、風間ら

(2009) [10]のシミュレーション結果より水害による被害額の最も大きい東京都の対策につい

て経済性の評価を行うこととした。 

まず、本調査結果より求められた各都府県の住民主導対策および行政主導対策の支払

意思額の値を表 27に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この結果より、大阪府以外の都府県にて住民主導対策より行政主導対策の方へ支払意

思額が高いことがわかる。またどの対策においても、東京都が最も高い支払意思額を示して

おり、3 つの住民主導対策への支払傾向も自主的な活動である広報活動が、行政、組織主

導対策である防災用品の購入や避難施設経路の整備より少ない金額となっている。 

次に東京都が実際に行っている住民主導対策へと行政主導対策について、文献より調査

した費用と、今回の CVM による便益を比較した。調査した文献は東京都における事務事業

評価シート [56]である。その中から、今回対象とした事業は「総合治水対策事業（雨水流出

抑制事業費補助）」、「都市型水害対策・集中豪雨対策（神田川洪水予報）」、「水防災総合情

表 27：都府県別住民主導対策の経済性評価の集計結果（各対策の支払意思額） 
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報システム<水位予測情報>および<システム再構築>」であり、それぞれの概要を表 28に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの値と、表27に示された支払意思額を比較する。CVM調査による対策の総便益は

次のような式から算出した。ここで用いた東京都の総人口は、東京都 HP の「東京都の人口

(推計)」 [57]より 13,188,423人(平成 22年 12月現在)とした。ここで、支払い能力のない人

口（小さい子どもや年金生活者など）を含めて良いのかという議論があるが、今回のアンケー

ト調査では、世帯での支払意思額を算出しているため、ある程度のバイアスは緩和できてい

ると考えられるため、総人口を用いることとした。さらに本調査では、支払意思額を 0 円と回

答した人が住民主導対策に対しては 20.9%、行政主導対策に対しては 20.6%存在したので、

その割合分だけ対策便益を差し引くことにした。 

 

東京都における対策総便益

 東京都における支払意思額 円 人   東京都の総人口 人 

    行政主導対策に支払意思を示さない人の割合  

 

本調査では 1年あたりの支払意思額を聞いているため、総便益は 1年あたりのものとなる。

上記式から東京都における 1年あたりの対策総便益を算出したものを表 29に示す。 

 

表 28：東京都における事務事業評価シートの概要 
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この結果より、本調査より算出された総便益は、3～4 桁オーダーで大きい値となった。す

なわち、本来は対策を実施すべき課題（今回の場合は避難訓練の実施や、堤防嵩上げや水

防対策）であるが現実にはされておらず、さらなる予算の拡充が必要であるということが言え

る。なぜ、予算が充てられないのかという点に関して言えば、行政側も予算は限られており、

先にも述べたような自然災害特有の予測や発生が不確定なリスクに対しては十分な金額が

かけられない現状があることが挙げられるだろう。しかし、表 28 に示したように近年、自然災

害の増加に伴い、それに対する対策の必要性が増してきていることから、それに充てられる

予算額も増加傾向にある。今後もこの傾向は続くと思われ、住民主導の対策も含めた総合

的対策が望まれる。 

続いて、今回算出された総便益に関する問題を扱う。上に示したように 3～4桁オーダーで

大きい値が算出された原因として、想定されている対策効果の範囲のギャップ、回答者の支

払意思と実際の支払額とのギャップの二点が挙げられるだろう。前者に対しては、例えばあ

る河川の洪水対策を想定する際に、その効果対象範囲は流域の住民のみに限定されるた

め、便益というものはその周辺住民が感じる意思やその世帯数などによって定義される必要

がある。後者に対しては、アンケート調査自体がいわゆる仮想の設問であったため、回答者

が問題としているリスクを認識しづらかったこと、支払意思額という支払い方法がよく理解さ

れず、アンケート内容説明の被害金額の数値や、選択肢の大きさなどのバイアスによる影響

を受け、正しい経済評価がなされなかったことが挙げられる。これらの問題を改善するために

は、より具体的な対策に対して細やかな実を伴う説明を行うこと、被害金額だけでなく対策に

かかる費用の目安も提示して回答者の理解を促すこと、支払い方法はプレ調査を用いて大

まかの目安をつけ、支払カード形式ではなく、よりバイアスの少ない 2段階 2択形式を用いる

ことなどが考えられる。 

本調査では水害対策に対する非常に高い便益を示し、さらなる水害対策が求められてい

る結果となったが、どの程度の追加対策が必要かは、上記の問題点を踏まえて、より正確な

経済性評価を行った後に見極めるべきだと思われる。 

 

4.3.2. 気候変動適応策の経済性評価の検討(海面上昇の事例) 

続いて、前項の範囲を拡張して日本全土における対策の総便益を算出し、海面上昇に対

表 29：CVM調査から算出された東京都での対策総便益 
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する二酸化炭素削減対策(いわゆる緩和策)と堤防嵩上げ対策(いわゆる適応策)とを比較し、

経済性の評価を行った。前項と同様に、費用と便益の比較はオーダー単位での比較とした。 

経済性の比較は以下の手順で行った。温暖化影響総合予測プロジェクトチーム(2009) [6]

が何も対策をしない場合の 2090年代での海面上昇を 24cm、それによる被害額が 1年あた

り 8.3 兆円という数値を示している。また、同様に温室効果ガスの排出レベルを 450ppm に

抑えた場合の 2090年代での海面上昇を 15cm、それによる被害額が 1年あたり 5.1兆円と

しているため、温室効果ガスを 450ppmに抑える対策の便益は 8.3兆円-5.1兆円=3.2兆円

となる。さらに伊藤ら(1993) [58]の試算により、海面上昇 1mあたり 12兆円の堤防嵩上げ工

事費用が必要とのことから、何も対策をしない場合の 2090年代での海面上昇 24cmに対す

る堤防嵩上工事費用は 2.9 兆円、温室効果ガスの排出レベルを 450ppm に抑えた場合の

2090年代での海面上昇を15cmに対する堤防嵩上工事費用は1.8兆円となる。その際の便

益は、以上の手順をまとめると図 21のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、温室効果ガスの削減費用は二酸化炭素の削減費用で代替し、堤防嵩上げによる

便益は CVM調査の結果より算出することとした。 

二酸化炭素削減にかかる費用は、国土交通省 [34]が定めた二酸化炭素の貨幣価値原

単位 10,800 円/t-C を用いた。中央電力研究所の試算 [59]から 450ppm 安定化に必要な

2090 年での日本の二酸化炭素削減率は約 64%であり、国立環境研究所が発表している日

本の現在の排出量 1,191百万 t-CO2(2010年度速報値) [60]から安定化に必要な二酸化炭

図 21：気候変動による海水面上昇に対する経済性評価の手法 
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素削減量を算出すると、762 百万 t-CO2 となる。これを上記の貨幣原単位に換算すると、約

2.2兆円となった。以下に算出式を示す。 

 

      安定化に必要な     年での日本の二酸化炭素削減量

      百万                 百万        

上記二酸化炭素削減量の貨幣原単位換算値

     百万                    円          兆円  

 

次に、CVM 調査による対策の総便益は次のような式から算出した。ここで用いた日本の

総人口は、人口問題研究所の「日本の将来推計人口」 [61]より 2090 年の日本における人

口約 5500万人(平成 18年 12月中位推計)とした。ここで、前項と同様に総人口に関する議

論があるが、バイアスは緩和できていると考えた。さらに支払意思額を0円と回答した人の割

合分だけ対策便益を差し引くことにした。 

 

日本における対策総便益

 本調査での支払意思額 円 人  日本の     年の総人口 人 

    行政主導対策に支払意思を示さない人の割合  

 

本調査では 1年あたりの支払意思額を聞いているため、総便益は 1年あたりのものとなる。

上記式から日本における 1年あたりの対策総便益を算出したものを表 30に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の結果から、温室効果ガス抑制対策の純現在価値(NPV)は 3.2-2.2=1.0(兆円)となり、

費用便益比(CBR)は 3.2/2.2=1.45(-)となった。また堤防嵩上げ対策の純現在価値(NPV)は

表30における行政による設備投資への税金負担の値を総便益に、2090年の海水面上昇に

対する堤防嵩上げ費用を 10 年間の税金負担で賄うと仮定した 1 年間の嵩上げ費用(=2.9

兆円/10 年=0.29 兆円/年)を費用に当てはめると、0.29-0.29=0 (兆円)となり、費用便益比

(CBR)は0.29/0.29=1.00(-)となった。ここで、堤防嵩上げ費用を10年間の税金負担としたの

は、既存研究の CVM 調査 [62]を参考にしたからである。同様に海面上昇に対する堤防嵩

上げ費用を国の指針 [34]で決められている堤防の耐用年数 50 年間の税金負担で賄うと仮

表 30：CVM調査から算出された日本での対策総便益 



56 
 

定した場合、1 年間の嵩上げ費用(=2.9 兆円/50 年=0.06 兆円/年)を用いると、費用便益比

(CBR)は 0.29/0.06=4.83(-)となった。これらの税金徴収年数に関しては、日本の財政状況

や財源調達の実現性(長期国債での借り入れ（10 年で償還）)を考えた場合と、堤防の耐用

年数から税金支払いによる受益者と負担者の合致を考えた場合があるが、どちらの算出結

果からも 1以上の費用便益比を示すことがわかる。 

以上の分析結果を表 31にまとめる。 

 

 

 

 

 

ここで、堤防嵩上げ対策の数値に幅があるのは、税金徴収期間を 10 年と 50 年で算出し

たからである。 

今回の調査からは、温室効果ガス濃度を 450ppmに抑制する対策の方が、堤防を嵩上げ

する対策より経済性が良いとの評価結果を得た。純現在価値では温室効果ガス抑制対策の

方が 1 桁オーダー高い結果となっている。この結果から、温室効果ガス抑制=緩和策、堤防

嵩上げ＝適応策と捉えると、適応策は現在主流となっている緩和策とほぼ同等の費用便益

比を示すことがわかり、その推進の必要性が示されたといえる。また、栗山の資料 [37]によ

ると、国内の温暖化対策の便益評価について、金銭的便益を評価したカーボンマイナス・ハ

イクオリティタウン調査委員会が行った評価事例 [63]と、CVMによる岩倉ら(2000) [64]が行

った評価事例がある。 

前者は、特定地域における温暖化対策の費用と便益を評価したものであり、温暖化対策

の便益を省エネによる光熱費削減などのエネルギー便益(EB)と、それ以外の非エネルギー

便益(NEB)の 2つに分類している。それぞれのエネルギー便益は 37億円、非エネルギー便

益は 43 億円と算出され、温暖化対策の費用の 48 億円と比較すると、エネルギー便益と非

エネルギー便益の合計での費用便益比は 1.7 としている(表 32)。 

 

 

 

 

 

 

 

後者は、CVM 調査を用いたもので、地球温暖化の気候変動として IPCC が示した 2100 

年に 2℃上昇するというシナリオを説明し、国内での温暖化による被害の説明と温暖化対策

として新技術開発、森林の保全と整備、公共交通の整備などが示され、温暖化を防止するた

めにいくら支払っても構わないかをたずねたものである。調査結果より、1 年あたりの支払意

表 31：緩和策、適応策の経済性評価 

表 32：特定地域における温暖化対策の費用と便益の評価事例 
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思額（中央値）を 7,394(円/人)、これに 15歳以上の総人口をかけた集計額を 7,795億円、温

暖化防止に必要な削減量を年間 0.1(Gt-C)と仮定した時の温室効果ガス削減量一単位あた

りの金額（原単位）を 2,035(円/t-CO2)としている。(表 33) 

 

 

 

 

 

 

 

上の既往研究と今回の調査結果を比較すると、費用便益比に関しては、既往研究のもの

で 1.7、本研究のもので 1.45(温室効果ガス 450ppm抑制)、1.00(堤防嵩上げ)とほぼ同程度

であり、既往研究と同様に本研究で示した対策も行うべきであると言える。CVM による総便

益に関しても、既往研究のもので年間 7,795億円、本研究のもので年間 2,894億円(行政主

導対策)となりオーダーはほぼ同等であった。 

今回行った経済性評価は、温暖化および気候変動の影響として海水面の上昇に着眼し、

その対策として温室効果ガスの削減による対策と、海水面の上昇に対する堤防の嵩上げに

よる対策の経済性を比較した。前者は二酸化炭素排出予測などの文献から計算したもので

あり、後者は今回の CVM 調査から値を算出した。ただし、堤防嵩上げ費用に関しては予想

海面上昇値と同等の嵩上げという非常に曖昧なものになっているため、実際はより科学的に

算出を行う必要があると考えられる。また便益に関しても、本調査では「堤防の嵩上げや下

水排水機能の強化など行政が主導する設備投資的な対策」としており、堤防嵩上げのみの

支払意思額ではないことにも注意しなくてはならない。さらに費用便益分析の前提としてリス

クと費用を正確に見積もる必要がある。今回のような自然災害リスクに対しては、第 3章 4節

3 項でも示したように、人々がリスク回避型になりがちで、表明された主観的リスクと、確率論

的に算出される客観的リスクとの間には比例関係を示さない。そのため、例えば水害リスク

の便益を算出する際に、一人一人の支払意思額(原単位)を積算する方法を取った場合、す

なわち線形関係を前提としたアプローチでは、想定される被害の規模(死亡者数など)によっ

て算出される総便益にギャップが生じる可能性がある(図 22)。今回のアンケート調査では、

水害の規模をイメージする情報は与えているが、水害による死亡者数などの主観的リスクに

関する情報は与えていないため、提示されているもの以外の被害情報に対する住民の認識

によっては結果にずれが生じうる。このような点を踏まえ、補正を行うなどの適切な対処を行

い、的確な費用便益分析を行う必要があると考えられる。 

 

 

 

 

表 33：温暖化を防止対策への支払意思額の評価事例 
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図 22：リスク中立型とリスク回避型の比較 
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第 5章 結論 

5.1. 本研究の結論 

本研究では、将来の起きると考えられている気候変動影響に対する対策として、社会や生活の

システムを変更し、その影響を最小限に抑えようとする適応策に着目し、その策定のプロセスや

評価を行った。適応策策定のプロセスには、政策議論、政策決定、政策評価の既存の流れに加

えて、不確定な影響に対する精密なモデルシミュレーション、地域住民と行政機関との間での災

害情報の共有や避難時の手順の共有、対策策定段階における積極的な住民参加、対象地域の

地理的、歴史的な特性を十分な理解、防災事業の妥当性や継続性を判断する費用効果性の評

価などが必要とされている。 

これらを踏まえた上で、今回は気候変動による自然災害リスクとして日本でも影響が増加する

と懸念されている大雨や洪水といった水災害を取り上げ、さらに先に示した適応策策定のプロセ

スの中でも重要と考えた住民参加と費用効果性の評価に着眼し、2つのWebアンケート調査を用

いて評価を行った。1 つは住民の水害リスク意識と対策への協力姿勢やスクの受容性との関係を

解明するために共分散構造分析を用いた意識分析である。もう 1 つは住民主導対策と行政主導

対策を比較し、環境の価値を仮想的な市場にて貨幣換算する手法の1つであるCVMを用いた経

済性の評価を行った。 

水災害に対する住民意識調査については第2章4節の結果から、防災政策への協力姿勢と水

害リスクへの関心(0.48、0.1%有意)および防災行政への信頼(0.29、0.1%有意)との間、水害リス

クへの受容性と防災行政への信頼(0.20、1%有意)に正の関係があり、水害リスクへの関心や防

災行政への信頼の向上が対策の策定や、住民参加に対して重要な因子であるということがわか

った。 
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図 14(再掲)：探索的因子分析のパス図 

 

さらに水害リスク意識の有無についてグループ分けを行い、同様の分析を第 4章 2項 1節で行

った結果、水害リスク意識が有ると回答したグループは、防災政策への協力姿勢と水害リスクへ

の関心(0.39、0.1%有意)および防災行政への信頼(0.53、0.1%有意)との間、水害リスクへの受

容性と防災行政への信頼(0.20、1%有意)との間に正の関係があり、水害リスク意識が無いと回

答したグループは、防災政策への協力姿勢と水害リスクへの関心(0.53、0.1%有意)との間に正

の関係があることがわかった。また水害リスク意識が有るものの、水害リスクを受容しないと回答

したグループは、モデル分析が統計的に有意でないものの、水害リスクへの受容性と防災行政へ

の信頼(0.49、1%有意)との間に正の関係があり、防災行政への信頼はリスク回避的なグループ

の受容性向上につながる可能性があると考えられる。 

住民主導対策のCVM調査については第 3章 4節の結果より、住民主導の避難訓練実施への

対策全体への支払意思額として 1 年あたり 5,111(円/人)、自治会による防災用品の購入へ

1,921(円/人)、避難施設や避難経路の整備へ 2,132(円/人)、広報活動へ 1,059(円/人)、行政によ

る設備投資への税金負担として 6,628(円/人)という結果が得られ、行政が主導して行う対策の方

が住民主導対策より高い支払意思額を示すことがわかった。 
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表 17(再掲)：住民主導対策の経済性評価の集計結果（各対策の支払意思額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、第 4章 2項2節において回答者の属性を分析すると、行政主導の対策を選好する人たち

は、地球温暖化現象や気候変動予測へ関心が強く、世帯収入が多く家計に余裕がある人が多い

傾向にあった。一方で住民主導の対策を選好する人たちは、避難訓練への参加意思が高い傾向

にあった。これにより、リスク回避的な人ほど行政主導の対策を好む傾向があり、行政が行う設備

投資的な対策のほうが重視されている現状が見受けられた。 

さらに、第 4章 3項において気候変動適応策の経済性を評価するために、海水面上昇のシミュ

レーション結果を参考に、温室効果ガスを 450ppm に安定させる緩和策と、堤防を嵩上げする適

応策との費用便益分析による経済性の比較を行った。その結果 CVM 調査による支払意思額の

結果から算出した費用便益分析によると、温室効果ガス濃度を 450ppm に抑制する対策の費用

便益比は 1.45であり、堤防を嵩上げする対策の費用便益比 1.00であった。また既往研究と比較

してもほぼ同等であったことから、適応策も緩和策とほぼ同オーダーの経済性を示すことがわか

り、気候変動影響に向けて緩和策と適応策を同様に進行させる必要があると言える。 

以上の結果を踏まえて、本研究の調査および分析結果から、気候変動に伴う水害対策として

は行政が主導して対策を策定し、住民がそれに従う「行政トップダウン的対策」の受容性が高いと

いうことができる。しかし、自然災害リスクの特性を考えると行政のみに頼るのではなく、不確定な

リスクに対しては住民が自主的に対策を取ることが不可欠である。そのための基礎となる住民の

リスク意識や防災政策への受容意識は未だに行政に依存していることから、今後の気候変動対

策や自然災害への備えとして住民の自主防災意識向上への取り組みは必須であることから、そ

れらを進めるためには、住民の自然リスクに対する意識の向上や、防災行政への信頼を向上さ

せることが必要であり、住民と行政との間での密接な情報交換や双方向の意思疎通が必要であ

ると考える。具体的な対策としては、住民主導対策の有効性の認知を向上させるものが挙げられ

る。2011年 3月 11 日に起きた東日本大震災では、大きな揺れの後、大きな津波が襲ったが、日

頃から避難訓練を実施していた岩手県釜石市の釜石東中学校学校では、迅速な避難のおかげで

全員無事に避難をすることができたという例 [65]があるように、住民がリスク意識をもって行動す

ることが、想定を超えるような大きな自然災害では非常に有効であることがわかる。すなわち、行

政による対策か、住民主導の自主対策という両極の議論ではなく、両者がリスクの大きさによって

うまく融合した対策をとることが望ましいと考えられる。 
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5.2. 今後の課題 

本研究にて、今後の課題として挙げられることを以下に 3点挙げる。 

1 点目は、アンケート集計対象地域の偏りである。今回は既往研究により水害発生時に被害額

が大きくなると予想される大都市に居住する人口 50万人以上の 5都府県(東京都、神奈川県、愛

知県、大阪府、福岡県)を対象としたアンケート調査を行った。1 回目の水災害に対する住民調査

では、年齢・性別に関しては均等に振り分けたが、居住地域に関しては東京が 42.7%、福岡県

8.3%となり、5倍以上のサンプリングの偏りができてしまった。この結果は、アンケート結果に如実

に現れており、設問 8「あなたと一緒に生活している幼い子どもや高齢者など、災害発生時に迅速

な避難が困難な方は何人いらっしゃいますか(本人含む)」における、「0 人」という回答が 68%、設

問 10「これまでに大雨や洪水の被害(浸水、土砂崩れ)にあったり、避難生活(一時的な避難を含

む)を送ったりしたことはありますか」における、「ない」という回答が約 95%などとなっており、こち

らが意図したサンプリングとは少々異なるものとなってしまった。この点を改善するために、2 回目

の住民主導対策の CVM 調査では、各都府県の分布を平均的にした結果、愛知県 20.6%、福岡

県 18.4%とほぼ均等になった。設問 9「あなたの家庭で、避難時に不自由を伴う方(小さいお子様、

ご高齢の方)はいらっしゃいますか」における、「はい」という回答が32.6%、設問10「過去にあなた

自身もしくはご家族の方が水害による被害(床下浸水、避難)を実際に経験したことがありますか」

における、「ある」という回答が 23.6%などとなっており、ほぼこちらが意図したサンプリング結果と

なっている。ただし、設問による微妙なニュアンスの違いがあり、本来ならば1回目のアンケート分

と同様の設問文を使用すべきであったと考えられ、単純な比較はできないと思われる。 

2 点目は、CVM 調査における質問内容である。今回の調査では、住民主導対策と行政主導対

策の比較を行うことを目的としたが、それぞれの対策が非常に漠然とした内容であり、回答者によ

って大きく支払意思額が異なる結果となった。このため、実際の対策予算を元にした費用便益分

析においても、比較や分析が思い通りに行かなかった。支払い方法に関しても、予算の関係で支

払カード式というバイアスの大きい手法に頼らざるを得ず、分析過程で高額回答を除外するなど

の作業を要した。これらを改善するためには、まず設問をより具体的な対策に絞り、その被害額

や予算、予想される便益や影響などを回答者にわかりやすく提示する必要があると考えられる。

今回のアンケート調査では2090年の海面上昇による一人あたりの被害を15(万円/年)と提示した

が、提示した内容がこれだけであったため、回答者が 15 万円を選ぶ傾向が多少あった。このよう

に数値的なバイアスによる影響が強いことから、支払い方法に関しても例えば、2 段階 2 択形式

の CVM や、各政策のメリットやデメリットを示したカードを選ぶコンジョイント分析などの手法がよ

り適していたと考えられる。 

3 点目には、水災害に対する適応策研究としての現状と本研究を踏まえた今後の課題を挙げ

る。今回取り上げた大雨や洪水といった水災害は、日本における地理的な性質(川が多い、高低

差が激しい、降水量が多いなど)から以前より課題になってきた災害である。さらに、近年の地球

温暖化現象や気候の変化によりその影響の増加が懸念されており、国や地方、研究機関も対策

の必要性を訴えている。水災害を始めとする自然災害リスクは、発生する頻度はそれほど多くな

いが、一度発生すると大きな被害をもたらすという性質がある。さらに広範囲に影響をおよぼすこ
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とから被害を完全に防ぐことは難しく、いかにして被害を軽減するかという点で議論されることが

多い。そのためにも行政による設備投資的な被害を防ぐ対策だけでなく、居住者が自ら災害時に

備えた準備を行うことが有効であるとされる。このような前提を踏まえると、住民が自主的に対策

を取る必要があるのだが、今回の調査からもわかるように住民の防災意識は行政に頼りがちであ

り、住民が率先して行う対策の受容性は低い現状がある。さらに経済性の面からも課題が多く、

第 1章 2節 4項で示したような費用便益分析による経済性の評価における人命や家屋の損失の

期待被害減少額の算出方法や非物的損失(例えば水害による不安の改善)に対する便益の算出

方法などが課題となっている。非物的損失に対する便益を貨幣換算する方法として本研究の便

益調査でも用いた CVM 調査が挙げられるが、便益算出の際の効果範囲(本文内では総人口な

ど)や質問に対するバイアスの問題があり今後の検討課題であると言える。 
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付録 Appendix 

Appendix1. 水災害に対する住民意識調査アンケート全文 
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Appendix2. 住民主導対策の経済性評価アンケート全文 

●スクリーニングの調査票 
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